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 津波被災地区復旧・復興事業説明会 【楢葉町】  

■津波防御方針（案） 

＊津波防御方針を考えるにあたっては、基本的な方針で示した３つの津波、数十年～百数十年の頻度の

高い津波（L１）、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波と同規模の津波（今次津波）、潮位の最も

高い時間帯に東北地方太平洋沖地震が発生した場合の最大クラスの津波（L２）を対象とする。 

 

 

図 1 津波防御の概念 

＊数十年～百数十年の頻度の高い津波（L１）に対しては、福島県において整理される整備方針に基づき、

防潮堤の TP+8.7ｍまでの嵩上げ、河川堤防の嵩上げによる防災対策を行う。 

＊今次津波（2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波と同規模の津波）に対しては、海岸防災林の整備、

避難施設・防災拠点施設の配置による減災対策を行う。 

＊潮位の最も高い時間帯に東北地方太平洋沖地震が発生した場合の最大クラスの津波（Ｌ２）に対しては、

現在福島県において検討が行われている津波シミュレーション結果を踏まえ、避難計画や津波防護施設

（今次津波による浸水区域の境界部に設置する盛土＋植栽）による減災対策を行う。 

 

表 1 対象津波と施設整備 

対象津波 頻度の高い津波（L1） 今次津波 最大クラスの津波（L2） 

外力 明治三陸タイプ地震 東北地方太平洋沖地震 東北地方太平洋沖地震 

潮位 朔望平均満潮位 地震発生時潮位 朔望平均満潮位 
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※県道広野小高線については、河川堤防等の嵩上げに合わせた整備をすることで、結果的に津波防御の効果が期待されま

す。 
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今次津波における浸水区域外への移転 

防災文化の定着 

海岸保全施設等による防災 

住民避難にハードとソフトを組み合わせた多重防御による減災 

※図中の検討施設の配置位置については、 

正確な位置情報を示すものではありません。 
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図 2 津波防御における検討施設の配置イメージ案 

図 3 代表的な断面のイメージ案  「福島県防災緑地計画ガイドライン」（H２４.１１ 福島県土木部）を基に作成 

道路 

TP+6.2 



2 
 

 

■災害危険区域とは 

＊建築基準法第 39条に基づき、津波等の自然災害から市民の生命を守るために、居住の用に供する建築

物の建築を制限する区域 

 

■移転促進区域とは 

＊豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築基準法第 39 条の規定

により指定された災害危険区域のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団

的移転を促進することが適当であると認められる区域 

 

楢葉町が指定した災害危険区域（平成 25年 2月 14日告示） 


